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利用者負担金 別紙  

                              さくらの里 
令和７年４月１日作成 

 

３ 利用者負担金  

（１）利用者にお支払いいただく利用者負担金は、次表のとおりです。 

（２）利用者負担金には、介護保険法の定める基本利用料と、保険外の別途利用料（食事

費）があります。 

（３）介護保険外のサービスとなる場合には、全額自己負担となります。 

（４）次表以外に趣味活動に要した実費（材料費等）及び外出行事に要した実費（交通費、

入場料等）が利用者負担となります。趣味活動については、事前に利用者又は代理人

（ご家族）に通知して了解を得てから行って頂きます。 

（５）利用者負担金につきましては、毎月請求書と利用明細書をお送りいたします。 

 （６）利用者負担金については、下記の方法にてお支払い下さるようお願い致します。 

   ①自動口座引き落とし（ご指定の金融機関口座から引き落とします。） 

    ②現金払い（月１回定められた日にお支払い願います） 

    ③お振り込み（当方の銀行口座又は郵便局口座へお振込みいただきます。恐縮ですが、

手数料は利用者負担となります） 

（７）上記の利用者負担金は、「法定代理受領（現物給付）」の場合について記載してい

ます。居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、い

ったん利用者が利用料（10割）を支払い、その後市町村に対して保険給付分（９割、

８割又は７割）を請求することになります。 

  

基本利用料 

通所介護サービス 単位数 
利用者負担金 

（１割） 

利用者負担金 

（２割） 

利用者負担金 

（３割） 

要介護１ ５８４単位 ６１６円 １，２３１円 １，８４７円 

要介護２ ６８９単位 ７２７円 １，４５３円 ２，１７９円 

要介護３ ７９６単位 ８３９円 １，６７８円 ２，５１７円 

要介護４ ９０１単位 ９５０円 １，９００円 ２，８４９円 

要介護５ １，００８単位 １，０６３円 ２，１２５円 ３，１８８円 

※感染症又は災害の発生を理由に利用者数が前年度の５％減少した場合は、上記の基本報酬 

に３％加算することがあります。 

入浴介助加算（Ⅰ） ４０単位 ４３円 ８５円 １２７円 

サービス提供体制

強化加算（Ⅰ） 

２２単位 ２４円 ４７円 ７０円 

勤続１０年以上の介護福祉士の割合が２５％以上 

個別機能訓練加算

（Ⅰ）イ 

５６単位 ５９円 １１８円 １７７円 

生活機能向上を目的とし、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を行う 

実施日：火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 
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個別機能訓練加算

（Ⅱ）【月単位】 

２０単位/月 ２１円/月 ４２円/月 ６３円/月 

個別機能訓練計画書等を厚生労働省に提出しフィードバックを受けている 

科学的介護推進体

制加算【月単位】 

 ４０単位/月 ４３円/月 ８５円/月 １２７円/月 

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等に係る基本

的な情報を、厚生労働省に提出している 

若年性認知症利用

者受入加算 

６０単位 ６４円 １２７円 １９０円 

６５歳未満の認知症の方が対象 

介護職員等 

処遇改善加算(Ⅰ) 
算定した単位数の９.２％に相当する単位数を加算 

 

別途利用料金（保険外） 

食事費                             ９００円 

オムツ代                             実費 

趣味活動費                            実費 

外出行事参加費                          実費                 

※通所介護サービスにおける通所介護費は通常規模型通所介護費、６時間以上７時間未満

の費用です。 

※円表示は自己負担分です。単位数×１０．５４円で実際の費用となります。 

利用者負担金は介護保険負担割合証に基づき、その１割、２割又は３割が自己負担となり

ます。 

 ※実際に毎月かかる費用は、単位数合計の計算方法の関係から上記金額の合計とはわずか

にずれます。   

 


